
８月は 佐賀県同和　問題啓発強調月間です

平成30年度　多久市同和問題啓発ポスター 平成30年度　多久市同和問題講演会チラシ

同和問題啓発強調月間の主な取組み
◯同和問題啓発街頭キャンペーン 　（８月１日／市内３店舗前…㈱フードウェイ多久店、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ユアー新鮮館、㈲久我商店）
◯市報による同和問題の啓発 　（８月号／全戸配布）
◯同和問題啓発ポスターによる啓発　（８月～／全行政区の公民館や公共施設　その他）
◯多久市同和問題講演会 　（８月21日／中央公民館大ホール）
◯同和問題啓発パネル展 　（８月１日～８日／市役所市民ホール）
◯横断幕とのぼり旗による啓発　　　（８月中／各町公民館、市役所周辺）
◯マグネットシートによる啓発　　　（８月中／市役所庁用車、ふれあいバス）
◯行政放送による啓発  　（８月中／多久ケーブルメディア）

　同和地区出身であることを理由に、結婚に
反対される場合や就職などで、不利な取り扱
いを受けるなどの事案が発生しています。

事例１）結婚・就職等における差別

　同和問題に関する、差別的な落書き行為の事案やビラ
がまかれるといった事案が発生しています。
　特に近年は、インターネット上で、不当な差別的取り
扱いを助長・誘発する目的で、特定の地域を同和地区で
あると指摘するなどの事案も発生しています。インター
ネット上の情報は、一度拡散してしまうと、完全に削除
されることが難しいため、深刻な問題となっています。

事例２）差別落書き等

　出身地を調べ、特定の地区が同和地区かど
うかを調査するなどの事案が発生していま
す。こうした調査は、不当な差別的取り扱い
に、つながりかねないものです。

事例３）差別につながる身元調査等

　「えせ同和行為」とは、同和問題を口実に、企業や行
政機関などへ不当な圧力をかけ、寄附金の強要や高額な
本を売りつけるなどの行為です。
　こうした行為は、同和地区出身者等に対する偏見を助長
し、同和問題の解決を阻む大きな要因となっています。

事例４）えせ同和行為

多久市では、同和問題の解決のため、さまざまな啓発活動を行っています

出前講座・企業研修

　市では、人権・同和問題の出前講座を行っていま
す。地区の会合や老人会の定例会、PTAの集まり、
家庭教育学級、サークル活動などの場に、参加者の
人数を問わず、希望の場所に出向き、講話をしま
す。企業で人権・同和問題の研修をされるときにも
講師を派遣します。講師料は無料です。

DVD無料貸し出し

　市には、人権・同和問題に関
するDVDがあります。希望する
DVDがない場合は、県などから
借りることもできますので、問
い合わせください。

改めて同和問題（部落差　別）を考えてみませんか？

■同和問題（部落差別）に関する様々な人権問題が今なお起きています
平成28年12月16日

「部落差別の解消の推進に関する　法律」（部落差別解消推進法）施行 　同和問題の早期解決を目指し、啓発活動を集中して行
う月間です。多久市では、佐賀県の8月同和問題啓発強
調月間にあわせて、同和問題講演会や同和問題啓発パネ
ル展、市報、行政放送など、あらゆる機会を通じて啓発
活動を行います。

「同和問題啓発強調月間」とは？

　自分の能力や人柄とは関係なく、生まれた場所やそこ
に住んでいるというだけで、結婚を反対されたり、就職
できなかったり、日常生活をおくる上で差別を受けると
いう、日本固有の深刻な人権問題です。

「同和問題」とは？

　「同和問題は自分と関係がないので、知らなくても別に
困らない」と言う意見もありますが、正しい知識がないと、
周りの意見に同調してしまったり、予断や偏見に惑わさ
れたりします。何が差別にあたるのか、またどうして差
別になるのかがわかっていなければ、知らず知らずのう
ちに人を傷つけてしまうことがあります。
　同和問題を自分自身の問題としてとらえ、正しい知識
を身につけることが大事です。

「同和問題」は私たち一人ひとりの問題です！

2018. 8 4問い合わせ 人権・同和対策課 （中央公民館内）☎75−4824


